
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年５月１２日付で福岡県に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第３２条の規定に基

づく緊急事態宣言が発令されます。これを受け、福岡県知事から県内の学校に対し、感染防止策

を徹底するよう要請がありました。さらに、北九州市長より市立学校の対応について、同様の要請

を受けたところです。つきましては、これらを踏まえ、市立学校の対応について、下記のとおり行うこ

ととしましたので、その概要をお知らせします。 

（１）学校等における感染防止対策の再徹底 

◆新型コロナウイルス感染症の感染防止の取組（身体的距離の確保、マスクの着用、手洗い、咳

エチケット、換気励行、発熱等の症状がみられる生徒の登校の自粛等）の徹底を図ることになりま

す。あわせて、換気の徹底、校内でもお互いの距離を十分にとることを指導します。特に、 

ア 生徒間の距離の確保、対面となる場合の仕切り板設置、配席の分散、定期的な換気、マスク

徹底などの密にならない工夫を実施します。 

イ 居場所の切り替わり（更衣室・特別教室など）の際には、環境の変化によりリスクが高まるこ

とを踏まえ、入室前の手洗い又は手指消毒を徹底します。 

ウ 複数人で使用する物品・機器類は、消毒します。 

◆学校は新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、一人一人の生徒が感染防止に向けた

行動変容を心がけるよう１１日朝に全校放送で促しています。 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇● ＜ 全校放送の内容 ＞〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇● 

皆さん、おはようございます。政府は、５月１２日から５月３１日まで、東京、大阪、京都、兵庫

に出されていた緊急事態宣言を延長し、新たに愛知、福岡を追加しました。北九州市でも市内

の公共施設のほとんどを閉鎖します。 

今回の緊急事態宣言では、現在のところ一斉休校はありません。そのため、もしかしたら皆

さんは現在の状況を、昨年のように「緊急事態」とは感じていないかもしれません。しかし、北

九州市の医療体制は非常に切迫した状態になってきています。 

今私たちがすべきことは、今まで以上に一人一人が自覚をもって予防に努めることです。 

マスクを必ずつけること、手洗い・消毒をきちんとすること、健康チェックカードを忘れないこ

と。体育の授業や部活動など、活動の制限が厳しくなるものもあります。担任の先生や顧問の

先生の指示をしっかり聞き、ルールを守ってください。  

この新型コロナウイルスは、数年もたてば、時間のかからない検査方法や、効果的な治療法

が発見され、病気にかかりにくくするワクチンも完成し、丁度、毎年、冬にはやることがあるイ

ンフルエンザのような感じになってしまう病気ではないかといわれています。ただ、今は、治

療法が確立せず、ワクチンも十分に行き届いていません。それから、お年寄りの方や基礎疾患

をもつ方は重症化しやすい病気だと分かっていますので注意を続けなければなりません。ま

た、最近の研究結果では、この病気にかかった人の４０％近くは、自分では何も感じない、つま

り「無症状」で終わるのではないかということが発表されました。また、かかっても軽い風邪の

ような症状で終わる人が多いということが厄介な感染症となっています。 

さて、みなさんは、自分の友達がインフルエンザにかかり、治って登校を始めたときどうしま

すか。「よかったね。治って」、中には、「勉強が分からなかったら聞いてね」という人もいるかも

知れません。「インフルエンザだったから友達をやめるね」などと、言葉で攻撃したり、さらに、

不特定多数の人が見られるＳＮＳに「誰誰が、インフルエンザだったってよ」などと書き込んだ

りはしないでしょう。これから、仮に感染が広がっていったとしても、それは、かかりたくてか

かったわけではありません。私たちが戦うべきはかかった人ではなくコロナウイルスです。か

かった人の悪口を言ったり、悪い噂を広げたりすることは絶対にやめましょう。そのことで、こ

れからあと、発熱をした人や具合の悪くなった人が、病院や検査に行きにくくなることの方が

問題です。皆が病院に行かない、検査をしないとなると、私たちの周りにウイルスが増え、ます

ます生活がしにくくなっていきます。校長先生も先生方も昨年のような長い期間の臨時休校は

望んでいません。皆さんも同じだと思います。 

では何ができるかもう一度確認します。それは「予防」、「感染症拡大防止策」を積極的に行う

ことです。規則正しい生活、つまり、食事、睡眠を規則正しく行って免疫力を高めるとともに、

マスク、ソーシャルディスタンス、手指の洗浄と消毒を積極的に行っていくことが非常に重要で

す。特に、マスクを外す機会が多い部活動や体育の時間などは十分気を付けてください。分か

らないことは自分で勝手に判断せず、先生に尋ねてください。また、かかっている可能性もゼ

ロではないことを前提に友達にうつさないように、「新しい生活様式」を守り、協力して、でき

ることを着実に行って、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎながら、よりよい学校、学校

生活をつくっていきましょう。 

最後に、こんな時こそ必要なのは、人としての「やさしさ」「思いやり」です。本当に強い人は、

本当に優しい人です。これからも新型コロナウイルスに立ち向かっている方々に感謝の気持ち

を忘れず、「尾倉中学校の生徒としてのプライド」「強く優しい心」をもち、みんなで考え、行動し、

感染防止に努めましょう。尾倉中学校の皆さんならできるはずです。全員で頑張りましょう。以

上で、先生の話を終わります。 

●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇●〇 

◆風邪症状を呈する生徒への対応等については、まず、生徒に対して、登校前に自宅で検温を行
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うことや、若干の発熱であっても検知できるよう継続的に検温することを徹底させていきます。次に、

生徒に発熱（微熱であっても）等の風邪症状がある場合、また、登校後に同様の症状が見受けら

れる場合には、出席停止措置（欠席にはなりません）を取り、下校させることになります。季節性イ

ンフルエンザ等の発熱や咳を起こす感染症と、新型コロナウイルス感染症は症状の見分けがつか

ないため、発熱（微熱であっても）、咳などの風邪症状がみられる生徒については、新型コロナウイ

ルスに感染している可能性を考えた対応をしますので、ご理解・ご協力をお願いします。 

（２）児童生徒等の登校判断 

◆新型コロナウイルス感染症に関する教育委員会からのお願いとして、以下の点にご協力をお願

いします。 

① お子様、または、保護者様やご兄弟姉妹などの同居家族の方がＰＣＲ検査を受ける場合には、

必ず学校にご連絡ください。お子様や同居家族の方が、「ＰＣＲ検査を受ける場合」や「風邪の

症状がある場合」は、原則、登校できません。※その場合、欠席扱いにはなりません。 

② お子様、または、保護者様やご兄弟姉妹などの同居家族の方が、感染された場合や濃厚接触

者となった場合で、学校への登校ができない場合は学校にご連絡ください。 

③ お子様の朝の健康状態の確認を確実に行っていただいた上で、「朝の健康チェックカード」へ

の記入を忘れずにお願いします。風邪症状などがある場合は、登校をお控えください。 

④ ご家庭でも、引き続き、マスク・手洗い・消毒、換気などの励行をお願いします。 

※ご不明な点は、必ず登校前に、学校へお問い合わせください。 

（３）感染リスクの高い教育活動の回避 

◆緊急事態宣⾔期間中においては、健康観察の徹底、感染症への指導のため⼩学校40分、中学

校45分の短縮授業を実施します。実施期間は、緊急事態宣⾔期間もしくは本市へのまん延防止

等重点措置の適用期間とします。（仮に延⻑されればその期間となります）実施校は、小・中学校

全校です。短縮授業になりますが、部活動の活動時間が⻑くなるわけではありません。 

◆学校生活全般の留意点については、「学校・幼稚園における新型コロナウイルス感染症対応保

健マニュアル（令和２年１２月１日 第四版）」に沿って実施します。現在位置：トップページ > くら

しの情報 > 健康・医療・衛生 > 感染症 > 新型コロナウイルス > 学校における新型コロナウ

イルス感染症への対応についてマスク着用、手洗い、換気、身体的距離の確保を徹底します。各教

科の共通事項として、 

●授業中、教室の扉や窓はできる限り開放し換気します。 

●教室の生徒の間は、距離をとります。 

●生徒が近距離で組み合ったり密接したりするような遊びはしないように指導します。 

●考えたことを記述させるなど「書く活動」を多く取り入れます。 

●特別教室で固定された机では、できるかぎり生徒の間隔を空けて座ります。 

●生徒個人が所持する文房具などの貸し借りはしないようにご家庭でも話をしてください 

●外部ＧＴなどの外部から講師などを招いての行事や授業への参加の際は、講師に対して、下記

の留意事項を踏まえ実施します。 

① 感染拡大防止を踏まえた学習内容・活動などを事前に十分精査します。 

② 講師に対して発熱の確認など「学校保健マニュアル」に示してある「自宅で行う健康チェック

リスト表」などを活用した健康チェックを行います。 

③ マスク着用や手指消毒を必ず行うことを確認します。 

（４）学校行事・部活動等における感染症対策の強化 

■適用後の対応についての基本的な考え方として、保護者等の校舎内への立ち入りについては、

必要最小限とし不特定多数の立ち入りを制限します。また、学校行事等については、緊急事態宣言

の内容により、中止や延期、縮小になります。 

◆保護者の方の来校は原則不可とします。ただし、事務手続きや送迎などの来校はこのかぎりで

はありません。各説明会は原則生徒のみの参加となります。授業参観、ＰＴＡの会合、家庭訪問（緊

急時を除く）は実施できません。５・６月に予定している体育大会、宿泊行事は延期になっています。

修学旅行は秋に延期になっています。 

◆部活動については、開始前に「健康チェックリスト表」にて、健康状態を確認し、体調不良者（発 

熱等）は、部活動に参加できません。 

◆練習試合、合同練習については、中止とします。全国大会等の上位大会への予選や参加資格を

得るなどのため、参加しなければいけない場合は、保護者の同意を得た上で、主催者の感染防止

対策に準じて参加することになりますが、その他の大会への参加や練習試合、合同練習について

は、中止とします。 

◆大会に参加する際は、保護者の了解を得るとともに、確実に、学校として主催者団体とともに責

任をもって、大会における競技、演技、演奏時はもとより、会場への移動時や食事、会場での更衣

室や会議室等の利用時などにおいても、生徒、教師等の感染拡大を防止するための対策を講じる

ことにします。特に、保護者の参観等について、ご理解、ご協力をお願いします。 

◆特別支援学校高等部学校見学会（前期）（6月下旬～7月上旬）については中止となりました。

全学年希望者に各特別支援学校から資料が送付される予定です。 

◆各相談会等は対策を講じ、実施予定です。ただし、医療関係者の状況により、時期延期の対応

をとることがあります。特別支援学校・特別支援学級等見学については実施しません。 

◆ひまわり学習塾は指導員研修会終了後ひまわり学習塾が実施可能となるため、開始日時につ

いては改めて通知があります。 

（５）学校外の行動における留意事項 

◆日中も含め、不要不急の外出の自粛、特に２０時以降の不要不急の外出は控えるようお願いし

ます。（教職員間でも共通理解していますが）感染対策が徹底されていない飲食店等の利用及び

路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクの高い行動は厳に控えるようご家庭でも気を

付けるよう指導してください。 

（６）学校施設の開放 

◆目的外使用許可による開放、学校施設開放事業（スポーツ開放、遊び場開放）については、５月

１２日（水）から５月３１日（月）の緊急事態宣言の期間使用を中止します。 


